
兵庫県屋外広告物条例　

禁止地域等・特定区域 参考図
禁止地域等や特定区域の基準となる道路や河川な
どの位置を示した参考図です。地域及び区域を示す
ものではありません。
• 各基準の距離は、道路は路端、鉄道は路線、河川
は河川区域からの距離を示しています。

• 市街化区域・市街化調整区域の別は、HP「川西
市地図情報システム」からご確認ください。

凡例 名称

第１・２種低層住居専用地域、
第１・２種中高層住居専用地域

多田神社
• 重要文化財
• 史跡
• 県指定重要有形文化財

満願寺
• 重要文化財
• 県指定重要有形文化財

勝福寺古墳
• 県指定史跡

小戸神社
• 県指定天然記念物

第２種

基準 禁止地域
種別

新名神
高速道路

200m以内の市街化区域
1000m以内の市街化調整区域

100m以内の市街化調整区域

第１種

第３種

特定区域
第３種

県道川西
篠山線

100m以内の市街化区域
100m以内の市街化調整区域

特定区域
第３種

猪名川
100m以内の市街化区域
100m以内の市街化調整区域

特定区域

第１種中国縦貫
自動車道

200m以内の市街化区域

200～1000mの市街化区域
1000m以内の市街化調整区域

※但し、各道路・鉄道・河川から展望できる地域に限る
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特定区域県道尼崎
池田線

県道川西
インター線

100m以内 第３種国道173号

200m以内

100m以内

第３種阪神高速

100m以内 第３種市道993号
市道1725号

100m以内 特定区域阪急電鉄
100m以内の市街化区域 特定区域JR西日本

歴史民俗資料館
• 県指定重要有形民俗文化財

加茂遺跡
• 史跡

春日神社
• 県指定重要有形文化財


